
た仲裁
費用納
付金）

(財)不動産適
正取引推進
機構（特定紛
争処理）

民間
団体
型（公
益法
人）

国土
交通
省

昭和
59年

不動産取引
に関する紛
争

調整、仲裁 委員（30名以
内）は、弁護
士、建築士、
不動産鑑定
士、公認会計
士並びに法
律、土木、建
築、不動産等
の分野の学
者・技術者。
調整及び仲
裁は弁護士
を含む3名又
は2名

5件 約4ヶ月 機関誌「ＲＥＴ
ＩＯ」（プライバ
シーに配慮）

運用財産（関
係団体等か
らの寄付及
び会費）

無料

指定住宅紛
争処理機関

民間
団体
型（住
宅品
確法
の規
定に
より、
国土
交通
大臣
が公
益法
人又
は弁
護士
会の
中か
ら指

国土
交通
省

平成
12年
（51弁
護士
会）

住宅品質確
保促進法に
基づく建設住
宅性能評価
書が交付さ
れた住宅（評
価住宅）の建
設工事の請
負契約又は
売買契約に
関する紛争

あっせん、調
停、仲裁

委員（10名以
上）を弁護士
会会長が選
任。斡旋、調
停、仲裁とも
に3名以内（う
ち1名は弁護
士）

0件 統計なし（6ヶ
月を目標）

ＨＰ、パンフレ
ット、政府広
報、年報

住宅紛争処
理支援センタ
ーからの助
成金（指定住
宅性能評価
機関からの
負担金等）及
び申請手数
料

有料
（申請
手数料
10,000
円）
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※１ 原則として、民-民間の紛争を取り扱う機関を対象に、事務局で入手した範囲の情報に基づいて作成したものであり、すべてのＡＤＲを網羅する
ものではない。  

※２ 特記のないものは、平成１２年（度）の計数  

定）

13弁護士会
（14センター）
の仲裁センタ
ー

弁護
士会
型(各
弁護
士会
ごとに
会則
により
設立）

 第１号
（第二
東京
弁護
士会
仲裁
センタ
ー）は
平成2
年

特段の限定
なし

あっせん、仲
裁

（第二東京弁
護士会仲裁
センターの場
合）10年以上
の弁護士経
験者、学識経
験者・裁判実
務に精通す
る者

(14センター
合計)874件

(14センター
平均)99日(平
均審理回数
3.5回)

仲裁統計年
報で処理件
数等を公表。
他に紛争解
決事例集、利
用ｶﾞｲﾄﾞ、パン
フレット、Ｈ
Ｐ、仲裁セン
ターだより等

弁護士会予
算、手数料収
入

(二弁
の場
合)有
料（申
立手数
料：
10,000
円、期
日手数
料：各
当事者
より
5000
円、成
立手数
料は解
決額に
応じて
基準に
より算
定）
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